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議会運営委員会記録 

令和５年９月27日  

（ 開会 午前９時58分 ） 

委員長 ：ただいまの出席委員は６名であります。 

全員の出席ですので、これより議会運営委員会を開会いたします。 

本日の会議には、当局より、総務部長の出席を求めました。 

録画、録音、写真撮影を許可していますので、御了承願います。 

本日の案件は御案内のとおりです。 

第105回９月通常会議、１の追加付議事件等について事務局長から説明させます。 

三浦事務局長。 

事務局長：１の追加付議事件等について御説明をいたします。 

(1)市長提案は10件であります。 

内訳は、報告が１件、補正予算が１件、人事案件が８件で、その内訳は、固定資産評

価審査委員会の委員の選任３件、教育委員会の教育長の任命１件、教育委員会の委員の

任命１件、人権擁護委員の推薦３件であります。 

資料の１ページに議案件名表を添付しております。 

詳細につきましては、この後、総務部長から説明がございます。 

次に、(2)議案審査終了報告であります。 

去る９月５日の本会議において、決算審査特別委員会に審査を付託しました令和４年

度一関市一般会計、特別会計など決算議案15件の審査終了報告であります。 

次に、(3)議案に対する質疑通告が８件です。 

５人の方から通告があり、通告のあった議案は議案第55号、第58号、第60号、第61号、

第62号の５議案です。 

次に、(4)討論でありますが、通告の締切日の26日正午までに２件の通告がございま

した。 

決算議案に対する討論が２件で、内訳は、反対討論が１件、賛成討論が１件です。 

次に、(5)委員会発議は２件です。 

件名、提出者につきましては記載のとおりでございます。 

なお、請願、陳情でありますが、昨日正午までに受理した案件はございませんでした。 

追加付議事件等につきましては、以上でございます。 

委員長 ：次に、市長提出議案について、総務部長から説明願います。 

千葉総務部長。 

総務部長：では、資料の１ページの令和５年市議会定例会第105回９月通常会議提出議案件名表

（追加）を御覧願います。 
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市長提案10件につきましては、先ほど事務局長から御説明があったとおりでございま

すので、議案の概要を説明させていただきます。 

まず、報告第22号、自動車事故に係る和解及び損害賠償に関する専決処分の報告につ

いては、自動車事故に係る和解及び損害賠償に関し、損害を与えた相手方との和解及び

賠償すべき額について、市長専決条例の規定により専決処分したので報告するものであ

ります。 

議案第66号、令和５年度一関市一般会計補正予算（第６号）につきましては、６月15

日から16日にかけての豪雨により発生した災害の復旧に係る経費の増額並びに８月12日

から13日にかけて及び18日から20日にかけての豪雨により発生した災害の復旧に係る経

費の追加など、所要の補正をしようとするものでありますが、主な事業内容について補

正予算の概要により説明をさせていただきます。 

補正予算の概要の２ページを御覧願います。 

８款２項２目道路維持費の道路維持補修費につきましては、道路297か所の補修に係

る委託料などであります。 

次に、３項１目河川総務費の河川維持補修費につきましては、河川５か所の補修に係

る委託料及び河川補助災害復旧事業が見込まれる12か所の測量設計業務委託に伴う草刈

り作業委託料であります。 

次に、11款１項１目農林施設災害復旧費の令和５年農林施設災害復旧費につきまして

は、水路、農道、林道など130か所の復旧に係る工事費並びに水路及び頭首工、３か所

の復旧に係る実施設計業務委託料であります。 

同じく２目の農地災害復旧費の令和５年農地災害復旧費につきましては、田及び畑17

か所の復旧に係る工事費並びに９か所の復旧に係る実施設計業務委託料であります。 

なお、農地災害復旧費につきましては、６月15日から16日にかけての豪雨による災害

の復旧のため、一般会計補正予算（第４号）及び一般会計補正予算（第５号）に補助災

害復旧事業に係る予算を計上しておりますが、令和５年５月28日から７月20日までの期

間に全国で発生した豪雨及び暴風雨による災害が８月30日に激甚災害に指定されたこと

を受けまして、この一般会計補正予算（第６号）では、通常の災害の場合には国の財政

措置の対象とならない農地の小規模災害復旧工事について、交付税措置が見込まれる地

方債を財源に見込み、一部受益者分担金をいただきながら事業を実施するものでありま

す。 

なお、激甚災害に指定されたことにより、補助のかさ上げや地方債の元利償還金に対

する交付税措置率の引上げなどの財政措置がありますが、こちらにつきましては、災害

査定の状況を踏まえ、財源の補正などが必要な場合には、補正予算（第７号）以降の補

正予算に計上する予定としております。 

次に、２項１目公共土木施設災害復旧費の令和５年公共土木施設災害復旧費につきま

しては、道路及び河川266か所の復旧に係る工事費並びに26か所の復旧に係る測量設計

業務委託料であります。 

それでは、議案件名表にお戻り願います。 

議案第67号から第69号の固定資産評価審査委員会の委員の選任については、令和５年

10月28日をもって固定資産評価審査委員会の委員３名の任期が満了となることから、選
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任しようとするものであります。 

議案第70号、教育委員会の教育長の任命については、令和５年10月28日をもって教育

委員会の教育長の任期が満了となることから、任命しようとするものであります。 

議案第71号、教育委員会の委員の任命については、令和５年10月28日をもって教育委

員会の委員の任期が満了となることから、任命しようとするものであります。 

議案第72号から第74号の人権擁護委員の推薦については、令和５年12月末日をもって

任期満了となる人権擁護委員３名の後任委員の推薦に当たり、議会の意見を求めるもの

であります。 

議案の説明は以上であります。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 ：質疑を行います。 

千葉委員。 

千葉委員：議案第66号、令和５年度一関市一般会計補正予算（第６号）のうち、11款１項２目農

地災害復旧費の件だけれども、８月30日に激甚災害の指定があったという話を部長から

聞いたのですが、その激甚災害になったことによって受益者の分担金の多寡、どのよう

になるかはまだはっきりしたのは分からないというような話でしたけれども、この補正

予算によって工事が発注されて、工事が行われるものと認識するわけですけれども、そ

の後、来年の３月にかけて分担金の徴収等があるやに思うわけだけれども、そのときの

個々の分担金の支払い等が明示されて、おのおのの受益者にこのぐらいあなたは払って

くださいというようになると理解していいのですか。 

委員長 ：千葉委員に申しますけれども、それは補正予算の審議の中での質疑ということにはい

きませんか。 

担当部署が総務部ではないと思うのですけれども。 

     千葉委員。 

千葉委員：通告していないものだから。 

委員長 ：これは補正予算ですから、明日の本会議で直でやっていいのです。 

いずれこの案件についてはこのとおり示して、中身については、明日、補正予算に対

する質疑ということでやっていただきたいと思います。 

そのほかございませんか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、以上で、質疑を終わります。 

次に、２の審議要領について、事務局から説明願います。 

三浦事務局長。 
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事務局長：それでは、２、審議要領等につきまして御説明申し上げます。 

資料２ページの議事日程第５号（案）を御覧ください。 

日程第１、議案第63号から日程第15、認定第12号までの15件は、公営企業会計未処分

利益剰余金処分の議案３件、令和４年度一般会計、特別会計などの歳入歳出決算の認定

12件であります。 

このうち、反対討論通告のある議案は、認定第１号、第２号、第３号の３件でありま

す。 

賛成討論通告の議案は、15件全てに対する討論通告となっております。 

なお、決算審査特別委員長報告の後、先例により質疑を省略することとなります。 

採決の区分について申し上げます。 

まず、日程第１、議案第63号から日程第３、議案第65号までの３件を一括で、日程第

４、認定第１号から日程第６、認定第３号までの３件を個別で、日程第７、認定第４号

から日程第15、認定第12号までの９件を一括で採決を行います。 

以上で、決算審査特別委員会付託の議案については終了となります。 

日程第16、議案第52号から日程第26、議案第62号までの11件は、９月５日の本会議に

おいて上程しておりました議案であります。 

まず、日程第16、議案第52号から日程第18、議案第54号までの３件を一括議題として

質疑、討論を行い、採決は個別に行います。 

次に、日程第19、議案第55号を議題とし、質疑、討論、採決を行います。 

次に、日程第20、議案第56号及び日程第21、議案第57号の２件を一括議題として質疑、

討論を行い、採決は個別に行います。 

次に、日程第22、議案第58号から日程第24、議案第60号までの３件を一括議題として

質疑、討論を行い、採決は個別に行います。 

次に、日程第25、議案第61号及び日程第26、議案第62号の２件を個別の議題とし、質

疑、討論、採決を行います。 

日程第27、報告第22号及び日程第28、議案第66号の２件は、先ほど御説明申し上げま

した追加議案であります。 

まず、日程第27、報告第22号を個別の議題とし、報告を求めます。 

質疑を行い、報告は終わり、採決は行いません。 

次に、日程第28、議案第66号を議題とし、提案理由及び補足説明を求め、質疑、討論、

採決を行います。 

日程第29、議案第67号から日程第36、議案第74号までの８件は人事案件になりますの

で、ここで議案配付のため休憩をいたします。 

議案配付後、８件について議長より除斥対象となる議員は申出されるよう発言いたし

ますので、議員は確認し、除斥となる場合は申し出ていただき、再開後、対象となる議

案の際に、議長より除斥を宣告いたします。 

こちらの８件の議案は個別の議題とし、それぞれ提案理由の説明を求めた後、人事案

件ですので、先例により質疑を省略し、採決を行います。 

次に、日程第37、発委第３号及び日程第38、発委第４号の２件を個別の議題とし、そ
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れぞれ提案理由を求め、質疑、討論、採決を行います。 

次に、日程第39、議員の派遣についてお諮りいたします。 

なお、発委に対する討論についても事前に通告していただくことといたしますので、

討論される場合は、本日の午後４時までに通告をお願いいたします。 

審議要領等につきましては、以上でございます。 

委員長 ：質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、以上で質疑を終わります。 

審議要領については、ただいま説明のとおりとすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、ただいまの説明のとおり運営することといたします。 

次に、その他に入ります。 

12月通常会議の日程について、総務部長から発言の申出があります。 

千葉総務部長。 

総務部長：12月通常会議の日程でございますが、市長が12月の上旬から中旬にかけて台湾訪問を

予定しておりますことから、本会議の日程など通常想定されております日程について変

更をお願いしようとするものであります。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 ：ただいま総務部長からの発言がありましたが、これを受けて具体の12月通常会議の日

程について、事務局から説明させます。 

三浦事務局長。 

事務局長：それでは、その他の(1)12月通常会議日程（案）について説明いたします。 

資料の６ページ、令和５年市議会定例会12月通常会議日程（案）をお開きください。 

開会通知日を11月20日、月曜日とし、同日正午が会派別質問者数通告締切り、また、

正午から一般質問の受付開始となります。 

一般質問通告締切りは、翌々日の11月22日、水曜日の正午になります。 

また、この日までにヒアリングをしていただきますよう、御協力をお願いいたします。 

28日、火曜日に議案発送を行い、午前10時から議会運営委員会の開催としております。 

12月５日、火曜日に本会議を開催し、７日、木曜日、８日、金曜日、翌週の14日、木

曜日の３日間が一般質問となります。 

先ほど総務部長からお話がありましたとおり、本年３月にお示しした案では、一般質

問の３日目は11日月曜日でしたが、14日木曜日というようにいたしたいと思います。 
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一般質問の日程がずれたことから、翌週の18日、月曜日に議会運営委員会を開催し、

19日、火曜日が本会議最終日となります。 

以上が12月通常会議の日程（案）でございます。 

委員長 ：休憩します。 

（休憩10：19～10：20） 

委員長 ：再開します。 

質疑はございませんか。 

岡田委員。 

岡田委員：市長のこの台湾訪問の日程を12月議会予定中に設定になった理由はどういう理由なの

か、お伺いします。 

委員長 ：千葉総務部長。 

総務部長：訪問先となる企業などとの日程の調整の関係というような認識でございます。 

10日、日曜日に、台湾の観光のイベントで、そちらにも参加するというようなことが

あって、ちょうどこの期間の日程というようなことで認識してございます。 

委員長 ：岡田委員。 

岡田委員：議会の予定のところでそういった日程を組むということについて、やはり議会軽視と

いうように取られると思うのですけれども、そうした場合の日程について、そのほかの

日程で組むべきということがそもそもなかったのか、ここしかなかったのか、どういう

検討がされたのか、お伺いします。 

委員長 ：千葉総務部長。 

総務部長：繰り返しで大変恐縮でございますが、10日のイベントに合わせた企業訪問の関係での

調整だったというようなことで、その詳細な調整の部分までは承知していない部分もご

ざいますが、この日程でお願いしたいというようなことで、議会運営委員会にお願いと

いうようなことで、当局側からとしてはそういうお願いをお話しするという状況でござ

います。 

委員長 ：そのほか御意見ございませんか。 

休憩します。 

（休憩10：23～10：24） 
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委員長 ：再開します 

そのほかございませんか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、質疑を終わります。 

12月通常会議の日程については、この日程（案）のとおり開催することといたします

が、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、さよう決しました。 

そのほか、委員の皆さんから何かございますか。 

（「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、その他を終わります。 

以上で、予定した案件の協議が終わりました。 

本日の協議事項につきましては、各会派等へお持ち帰りの上、御報告をお願いします。 

以上で、本日の委員会を終了いたします。 

お疲れさまでした。 

（ 閉会 午前10時25分 ）  


